
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋 川 市  

保健福祉部高齢福祉課  

平成２３年度整備分  

地域密着型サービス事業者公募要領  



１ 公募の趣旨 

渋川市では、介護が必要になった高齢者が住み慣れた地域や環境の中

で、安心して暮らせるよう、第４期高齢者福祉計画に基づき、地域密着

型サービスの基盤整備を進めます。 

本公募は、地域密着型サービス事業者の指定を円滑かつ公平に進める

ために行うもので、平成２３年度における施設整備について、整備事業

者を募り、公募整備事業者を選定します。 

 

２ 公募する地域密着型サービス 

地域密着型サービスの種類 
対象地域 

（日常生活圏域） 
箇所数 

認知症対応型通所介護 

(介護予防認知症対応型通所介護) 
古巻・豊秋 １カ所 

※平成２３年度内の施設整備を原則とします。 

 

３ 応募要件 

(1) 応募主体は、法人であること。 

(2) 介護保険法第７８条の２第４項各号又は同法第１１５条の１２

第２項各号に該当しないこと。 

(3) 厚生労働大臣が定める人員、設備、運営基準を満たしていること

（事業開始までに満たすことが確実な場合を含む）。 

(4) 事業を実施する土地、建物が確保されている、又はその見込みが

あること。 

(5) 農地法、農振法、都市計画法等、関係法令に照らし合わせ、事業

実施に支障がない土地、建物であること。 

 

４ 公募整備事業者の選定 

(1) 公募整備事業者の決定方法 

ア 公募整備事業者の決定は、事業者選考委員会で選考し、渋川市

高齢者福祉推進委員会の意見等を踏まえ、市長が決定します。な

お、審査の結果、公募整備事業者なしとする場合があります。 

イ 審査方法は、質の高いサービスの確保に留意し、書類審査及び

ヒアリングを行います。また、必要に応じて現地調査を実施する

場合があります。 

ウ 応募がない場合及び公募整備事業者が決定しなかった場合は、

再度公募を行うことがあります。 

 



(2) 審査の手順 

ア 公募申込書及び開設提案書等による事業実施体制（運営の方針、

資金計画、収支計画、職員体制等）並びに指定基準を満たすかど

うかを審査します。 

イ その後、事業者選考委員会において、事業に対する考え方、理

解度及び運営体制等を総合的に評価する審査を行います。 

(3) 審査結果の通知 

審査の結果は、文書により応募事業者に通知します。 

(4) 公募整備事業者の公表等 

公募整備事業者決定後、公募整備事業者名等を公表します。 

 

５ 応募手続き 

本公募に申し込みを希望する事業者は次により、公募申込書等を提出

してください。 

(1) 受付期間及び提出場所 

受 付 期 間 提出及び問い合わせ先 

平成２３年 ２月 １日（火）から 

平成２３年 ２月２８日（月）まで 

（土・日曜日、祝日は除く） 
 

午前９時から午後５時まで 
 
※必ず電話で予約の上、ご来庁くだ

さい。 

〒377-8501 

渋川市石原８０番地 

渋川市保健福祉部高齢福祉課 

介護保険グループ 

TEL ０２７９－２２－２１１６ 

FAX ０２７９－２０－１１０３ 

 

(2) 提出書類  

項    目 備    考 様  式 

ア 公募申込書 所定の様式 様式１ 

イ 介護保険法第 78条の 2

第 4 項各号、同法第 115

条の 12 第 2 項各号に該

当しないことを誓約す

る書面 

所定の様式 様式２ 

ウ 開設提案書 所定の様式 様式３ 

エ 定款又は寄付行為 最新のもの  

オ 法人登記簿謄本 
応募申込日前３カ月以内に発行さ

れたもの 
 



 

例） 
公募申込書 

 

 

○ 
 

 

 

○  

 

 

カ 決算書等 

・直近３年間の決算書類 

・直近３年間の法人税納税証明書

（その１及びその２） 

・直近３年間の確定申告書の写し

（別表１、別表４及び別表５） 

・公的機関からの補助金、融資、寄

付等がある場合は、過去３年間の

内容と実績も添付 

 

キ 就業規則 最新のもの  

ク 給与規程 最新のもの  

ケ 不動産登記簿謄本 
・賃貸の場合は、契約書等の写しも

添付 

 

コ 運営規程   

サ 設備（建物）概要等 

・案内図 

・公図 

・配置図 

・立面図 

・平面図（各部屋の面積を記載） 

・設計見積書 

 

シ 自己資金証明書 金融機関等預貯金残高証明書  

ス  融 資 可 能 証 明 書 等及

び借入金償還計画書 
借入金がある場合 

 

※ 提出書類は、理由を問わず返却しませんので、ご了承ください。 

※ 応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。 

 

(3) 提出部数  正本１部、副本７部の合計８部 

(4) 提出書類の体裁 

ア 証明書類など既定のものを除き、原則と

してＡ４判（縦）で提出してください。た

だし、図面はＡ３判とし、Ａ４サイズに折

り込んでください。 

イ 左側に穴をあけ、Ａ４縦のファイルに綴

じてください。 

ウ 書類の項目ごとにインデックスを付けて

ください。 

 

 



 

６ 応募に際しての留意事項 

(1) 応募内容の具体性 

応募にあたっては、具体的な内容のものを提出してください。例え

ば、事業の意思はあるが、土地確保の見通しが立たないなど、具体性

のないものは選定の対象となりません。 

(2) 基準等の遵守 

応募にあたっては、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準」等を遵守し､基準に適合した内容で応募してくだ

さい。 

(3) 応募の辞退 

応募後に辞退する場合は、公募申込辞退届（様式４）を提出してく

ださい。 

(4) 決定後の手続き 

公募整備事業者に決定した事業者については、施設完成後、改めて

事業者の指定申請を行っていただきます。その際、指定基準を満たさ

ない場合は、指定できません。 

(5) 施設整備に係る補助金 

本公募による施設整備については、「群馬県介護基盤緊急整備事業

費補助金」を活用し、市から予算の範囲内で補助金を交付する予定で

すが、県に事業採択されない等の諸事情により、補助金を交付しない

場合もありますので、あらかじめご承知置きください。 

 

 

７ 公募スケジュール（平成２３年度整備分） 

平成２３年 １月１４日(金) 
 

２月 １日(火) 
 

 ２月２８日(月) 
 

 ４月～５月 
 

 

 ６月 

 

施設完成 

公募要領配布開始 
 

応募受付開始 
 

応募締め切り 
 

事業者選考委員会において公募整備事業

者を選考 
 

公募整備事業者の決定 

 

 



 

８ 選考基準等 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

等を満たし、介護保険法第７８条の２第４項各号、第１１５条の１２第

２項各号に該当しないことを前提に、次に掲げる選考基準等に照らし総

合的に審査します。 

(1) 開設希望者の状況 

(2) 開設場所の状況 

(3) 設備計画の状況 

(4) 地域との連携 

(5) 職員の状況 

(6) 事業収支見込み及び資金計画 

 

【参考】 日常生活圏域 

 

 

 

日常生活圏域名 人 口 高齢者数 高齢化率 面 積 

 １ 赤城・北橘 21,318 人 5,717 人 26.8％ 97.18k ㎡ 

 ２ 古巻・豊秋 20,964 人 4,614 人 22.0％ 20.12k ㎡ 

 ３ 伊香保・渋川・金島 28,345 人 7,948 人 28.0％ 53.79k ㎡ 

 ４ 小野上・子持 14,024 人 3,754 人 26.8％ 69.33k ㎡ 

合   計 84,651 人 22,033 人 26.0％ 240.42k ㎡ 

（平成２２年１２月３１日現在）  

４ 小 野 上 ・子 持  

２ 古 巻 ・豊 秋  

１ 赤 城 ・北 橘  ３ 伊 香 保 ・渋 川 ・金 島  


